
認定こども園の利用・無償化のための認定について 

 1 認定の種類                                               R6.3更新 
認定の種類 区分・認定要件 

教育・保育給付認定 
（利用のための認定） 

１号認定 
・満３歳以上 
・保育の必要性なし 

２号認定 
・満３歳以上 
・保育の必要性あり 

３号認定 
・満３歳未満 
・保育の必要性あり 

施設等利用給付認定 
（無償化のための認定） 

新１号認定 
・満３歳以上 
・保育の必要性なし 
 

新２号認定 
・３歳以上 
・保育の必要性あり 
 

新３号認定 
・３歳未満 
・保育の必要性あり 
・市町村民税非課税世帯等（注 1） 

（注 1）：4月から 8 月までは前年度分の、9月から翌 3 月までは当該年度分の市町村民税額を適用します。 
生活保護法による被保護世帯の場合、保護者が児童福祉法による里親、小規模住居型児童養育事業者（ファミリーホーム）が含ま
れます。 

 

 2 認定こども園の利用・無償化のために必要な認定 

利用内容 年齢 
必要な認定 

教育・保育給付認定 
（必須） 

施設等利用給付認定 
（要件に該当する方のみ） 

❶ 幼稚園部分 満３歳以上 １号認定 不要 

❷ 保育園部分 
満３歳以上 ２号認定 

不要 
満３歳未満 ３号認定 

❸ 幼稚園部分＋預かり保育 
３歳以上 

１号認定 
新２号認定 

満３歳 新３号認定 
 
【認定申請手続き】 

認定 申請書類 添付書類 窓口（提出・お問い合わせ） 

１号認定 
教育・保育給付認定
申請書（1 号認定用） 

マイナンバー（個人番号）記入用紙 等 仙台市幼児教育無償化事務センター 

２号認定 
３号認定 
（注 2） 

教育・保育給付認定
申請書 兼 保育施設
等利用申込書 

 就労証明書等の保育の必要性を証明
する書類 

 家庭状況等申告書 
 マイナンバー（個人番号）記入用紙 等 

園が所在する区の保育給付課、 
宮城総合支所保健福祉課 
（園を経由せず直接提出） 

新 2 号認定 

新 3 号認定 

施設等利用給付認定
申請書 

就労証明書等の保育の必要性を証明する
書類 

仙台市幼児教育無償化事務センター 

（注 2）：3号認定を受けている方が、満 3歳に達したときは、仙台市が 2 号認定に変更しますので、申請は不要です。 

 

 3 利用内容（認定区分）を変更する際の手続き 
（❶❷❸は上記 2 認定こども園の利用・無償化のために必要な認定を対象としています） 

変更内容 申請書類 添付書類 窓口（提出・お問い合わせ） 

❶⇒❷ 
教育・保育給付認定申請書 兼 
保育施設等利用申込書 

 就労証明書等の保育の必要
性を証明する書類 

 家庭状況等申告書 等 

園が所在する区の保育給付課、 
宮城総合支所保健福祉課 

❶⇒❸ 施設等利用給付認定申請書 
就労証明書等の保育の必要性
を証明する書類  

仙台市幼児教育無償化事務センター 

❷⇒❶ 
教育・保育給付認定変更申請書 
兼 家庭状況等変更届 

－ 仙台市幼児教育無償化事務センター 

❷⇒❸ 
① 教育・保育給付認定変更申請
書 兼 家庭状況等変更届 

② 施設等利用給付認定申請書 

就労証明書等の保育の必要性
を証明する書類  

仙台市幼児教育無償化事務センター 

❸⇒❶ 
施設等利用給付認定変更申請
書 兼 認定内容変更届 

－ 仙台市幼児教育無償化事務センター 

❸⇒❷ 

教育・保育給付認定申請書 兼 
保育施設等利用申込書 

 就労証明書等の保育の必要
性を証明する書類 

 家庭状況等申告書 等 

園が所在する区の保育給付課、 
宮城総合支所保健福祉課 

施設等利用給付認定変更申請
書 兼 認定内容変更届 

－ 仙台市幼児教育無償化事務センター 

 

 4 退園・市外転出時の手続き 
退園児童 提出書類 窓口（提出・お問い合わせ） 

教育・保育給付 
1 号認定児童 

退園・市外転出報告書 
（１号利用者用） 

仙台市幼児教育無償化事務センター 

教育・保育給付 
2 号・3 号認定児童 

退園（所）児童報告 
※各区等で定める様式 

園が所在する区の保育給付課、 
宮城総合支所保健福祉課 

 


